
地 域 協 働 事 業 の 推 進

－ 地域協働による家庭や地域の力の再構築に向けて －

《時代背景》

本格的な成熟社会の到来 県民による主体的な取組の積み重ね

（ ） （社会構造） （県民生活を基本とする県行政の展開）人々の価値観
量的拡大 集権・集中 生活の科学化 → 生活の文化化 → 生活創造

（阪神・淡路大震災の経験）
自発的かつ自律的な意思に基づく県民の主体的な活動の大切
さを確認

（21世紀兵庫長期ビジョン）質的充実 分権・分散
県民自らが地域の将来像を描き、自らの責任でその実現を図

新しい社会ｼｽﾃﾑへの転換 ろうとする県民主役・地域主導による先導的取組

県民一人ひとりが、地域の在り方を考え、 県民の多様なニーズに的確に対応しつつ、よ
地域社会 県民とのﾊﾟｰ判断し、責任を持って行動する り一層県民生活を重視するための
が必要 が不可欠の共同利益の実現に向けた取組 ﾄﾅｰｼｯﾌﾟに基づく県行政の仕組み

多様な地域に多彩な文化と暮らしを築く美しい兵庫の実現

《条例の制定》
平成14年度

(12.19)○ ｢県民の参画と協働の推進に関する条例｣の制定

■ 県民とのﾊﾟﾄﾅｰｼｯﾌﾟの確立をめざす参画と協働の理念を明らかにした基本条例

■ 「地域社会の共同利益の実現」と「県行政の推進」の２つの場面での参画と協働
■ 「地域づくり活動支援指針 「県行政参画・協働推進計画」を策定して進める」

《 》｢地域 活動支援指針｣等づくり の策定
平成15年度

(4.1)○ ｢県民の参画と協働の推進に関する条例｣の施行

(3.23)○ 「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」の策定

■ 地域づくり活動支援指針

県民の自発的で自律的な意思による地域づくり活動のさらなる拡がりに向けて、県とし

ての基本的な支援の方向性を明らかにする

■ 県行政参画・協働推進計画

参画と協働による県行政を推進するための基本的な考え方や展開方向を明らかにする

《 》参画と協働の具体的取組みの展開
平成16年度～

○ 「地域協働事業」の実施
「地域づくり活動支援指針」に基づき、子育て、防犯、交流拠点づくりなど、喫緊の地域課

題に取り組む県民の自発的かつ自律的な地域づくり活動を積極的に応援し 「元気と安心」の兵、
庫をめざす

■ ｢子育て｣地域協働ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進

■ 地域ぐるみ安全対策事業

■ 県民交流広場事業



地 域 協 働 事 業 の 概 要

地 域 行 政

県民の｢元気と安心｣に関わる

喫 緊 の 地 域 課 題

地域における 地域における 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ
子 育 て 防 犯

地域協働
街 地域コミュニティ地域・家庭におけ ひったくり等の

推進本部る人間関係の希薄 や空き巣等 が叫ば頭犯罪 の機能低下
化から、 の が れる中、様々な地子育て不 侵入犯罪 多発

や し、社会における 域課題の解決に向安の高まり 母親
、 規範意識の低下や けた地域づくり活の孤立化 父親不

、さらには 地域での連帯感の 動のための活動・在 児童
、青少年の 希薄化等、地域社 交流の場の必要性虐待 問

「地域づくり活題行動の増加 会に内在していた
犯罪抑止機能の低下

に動支援指針」

、 、応 基づき 子育て

防犯、交流拠点

援
づくりなど、喫地域団体 ・ ＮＰＯや

県民一人ひとりによる
緊の地域課題に取 り 組 み

取り組む県民の

「子育て」地域 地域ぐるみ 県民交流 自発的かつ自律
協働ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 安全対策事業 広場事業

的な地域づくり

活動を積極的に県民 団体 商店 行政、県警、各種 県民一人ひとり、 、 、
企業等が協働して 団体、住民等の連 が､芸術･文化、子、

応援し 「元気「子育て」地域協 携体制を構築し、 育て ｽﾎﾟｰﾂ活動、 、 、
働プロジェクト 親 県民の防犯意識の 消費生活、環境･（

と安心」の兵庫子が集う場づくり 醸成及び地域住民 緑化、防犯など多、
子育てを担う人づ が主体となった防 彩な分野で、①実

をめざすくり、地域で支え 犯活動の活性化等 践活動･交流、②
合うしくみづくり に向けた県民運動 生涯学習、③情報）
を展開し、地域ぐ を展開する 収集・発信に取り
るみで子育て家庭 組むことができる
を支援する よう、活動の場の

支援を行う

○地域子育てネット ○自主防犯組織づく ○活動の場の整備
ワーク事業 り(まちづくり防犯
・子育て家庭応援 ｸﾞﾙｰﾌﾟ)
運動の支援
ＳＯＳｻｲﾝのｷｬｯ ○防犯意識の普及啓 ○多彩な活動への・
ﾁ･適切なつなぎ 発等 支援

○防犯まちづくりの
推進


